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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.379 2024.1.7 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

自転車用ヘルメットの安全性を示すマークについて（消費者庁HPより抜粋） 

1. 自転車用ヘルメットの安全性を示すマーク・規格について  

自転車用ヘルメットには、自転車運転時の事故の際に頭部を保護する重要な役割 が

あり、令和５年４月から着用が努力義務化されています。我が国においては、現時点

で、乗車用ヘルメット（バイク用ヘルメット）と異なり、自転車用ヘルメットに対する

法令による規格・基準はありませんが、民間機関・ 団体による安全規格や安全基準が

存在します。また、外国における法令や民間の安 全規格や安全基準への適合をうたう

製品も輸入・販売されています。 自転車用ヘルメットの安全性を示すマークには様々

なものがありますが、代表的 なものとして、ＳＧマーク、ＪＣＦ公認／推奨マーク、

ＣＥマークなどが挙げられ ます。これらのマークが要求する安全性を満たすために

は、いずれも、視界確 保試験、衝撃吸収試験、あご紐等による保持システムの規格適

合試験・強度試験・安定性試験、耐久性試験など、極めて厳格なテストに加え、視界確

保やヘルメット の保持装置に関する基準をクリアする必要があります。 

 
図：主な自転車用ヘルメットに関する安全性を示すマーク・規格 

 

2．自転車用ヘルメットのマークに関する相談事例  

 全国の消費生活センター等には、消費者から以下のような相談が寄せられています。  

【事例１】 「ネット通販で自転車のヘルメットを購入した。広告には海外の製品安全の認

証マークのＣＥマークとＣＰＳＣマークがついているとの表示があったが、届いたもの に

はついていなかった。」  
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【事例２】 「ネット通販で安全基準認証済の自転車用ヘルメットを購入した。商品紹介に

は 【ＣＥ安全基準認証済、自転車用ヘルメット】と表示があったが、商品到着後に表示を

確認すると、ＥＮ８１２という産業用ヘルメットの規格であり、自転車ヘルメットの規格Ｅ

Ｎ１０７８ではなかった。」  

 

3.消費者へのアドバイス  

自転車用ヘルメットを購入する際は、以下のポイントを参考にしましょう。  

（１）作業用ヘルメットなどではなく、自転車用ヘルメットに関する安全性を示すマークが

付されているものを選択するようにしましょう。  

（２）消費者庁では、今般の措置命令及び本注意喚起と合わせて、「自転車用ヘルメッ ト

の外形上の主な注意点」を公表しています3 。主な注意点については、これらに 一つでも

該当すれば、ＣＥマークやＳＧマークの安全規格や安全基準を満たさないと考えられますの

で参考にしてください。  

（３）この機会にマークごとの特性を理解することも非常に有益です。例えば、ＳＧ マー

クとＪＣＦ公認／推奨マークを取得している製品の多くは、各認証等をした 団体のウェブ

サイトで公表されており、個別製品の認証取得の有無を回答してく れます。購入時の参考

にしましょう。 

（４）製造事業者、輸入事業者や販売元が確かな製品を購入するようにしましょう。インタ

ーネット通販で購入する際は、万一不具合等が発生した時のために、国内の問合せ先が表示

されている製品を選びましょう。  

（５）自転車用ヘルメットは、自転車運転時の事故の際に頭部を保護するための製品です。

視界の確保やヘルメットの機能が保てないと思われる製品は、選ばないようにしましょう 
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 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/
mailto:oita-shouhi@pref.oita.lg.jp
http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html
https://www.facebook.com/oita.iness
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 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン︓１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 消費生活特別相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています︕ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス）  

mailto:iness.csm@pref.oita.jp



